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(57)【要約】
【課題】
　迂回経路を選択するインセンティブを車両の利用者に
与えるための運用に資する。
【解決手段】
　移動体ＭＶが通行する際の事故リスクに基づいて特定
された地点である迂回推奨地点に関する情報を情報処理
装置８００から受信する。引き続き、情報生成装置７０
０では、迂回推奨地点が目的地までの経路として設定済
みの第１経路に含まれる場合に、処理制御部７５０が、
当該迂回推奨地点を迂回する第２経路を提示部９２０に
より移動体ＭＶの利用者へ提示させる。そして、利用者
により第２経路が選択された場合に、処理制御部７５０
が、迂回推奨地点を迂回したことを示す迂回情報を生成
し、情報処理装置８００へ送信する。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動体が通行する際の事故リスクに基づいて特定された地点である迂回推奨地点に関す
る情報を取得する迂回推奨地点取得部と；
　前記迂回推奨地点が目的地までの経路として設定済みの第１経路に含まれる場合に、前
記迂回推奨地点を迂回する第２経路を提示部により前記移動体の利用者へ提示させる提示
制御部と；
　前記利用者により前記第２経路が選択された場合に、前記迂回推奨地点を迂回したこと
を示す迂回情報を生成し、外部の情報処理装置へ送信する迂回情報生成部と；
　を備えることを特徴とする情報生成装置。
【請求項２】
　前記迂回情報生成部は、前記第２経路を走行して前記目的地へ到着した際に前記迂回情
報を生成する、ことを特徴とする請求項１に記載の情報生成装置。
【請求項３】
　前記提示制御部は、前記第２経路を提示する際に、前記第１経路との距離コスト、時間
コスト、料金コスト及びエネルギーコストの少なくとも１つのコストの差に関する情報を
更に前記提示部に提示させる、ことを特徴とする請求項１又は２に記載の情報生成装置。
【請求項４】
　前記迂回情報は、迂回した前記迂回推奨地点の数に関する情報を含む、ことを特徴とす
る請求項１～３のいずれか一項に記載の情報生成装置。
【請求項５】
　前記迂回情報は、前記第２経路と前記第１経路との距離コスト、時間コスト、料金コス
ト及びエネルギーコストの少なくとも１つのコストの差に関する情報を含む、ことを特徴
とする請求項１～４のいずれか一項に記載の情報生成装置。
【請求項６】
　迂回推奨地点取得部と、提示制御部と、迂回情報生成部とを備える情報生成装置におい
て使用される情報生成方法であって、
　前記迂回推奨地点取得部が、移動体が通行する際の事故リスクに基づいて特定された地
点である迂回推奨地点に関する情報を取得する迂回推奨地点取得工程と；
　前記迂回推奨地点が目的地までの経路として設定済みの第１経路に含まれる場合に、前
記提示制御部が、前記迂回推奨地点を迂回する第２経路を提示部により前記移動体の利用
者へ提示させる提示制御工程と；
　前記利用者により前記第２経路が選択された場合に、前記迂回情報生成部が、前記迂回
推奨地点を迂回したことを示す迂回情報を生成し、外部の情報処理装置へ送信する迂回情
報生成工程と；
　を備えることを特徴とする情報生成方法。
【請求項７】
　情報生成装置が有するコンピュータに、請求項６に記載の情報生成方法を実行させる、
ことを特徴とする情報生成プログラム。
【請求項８】
　情報生成装置が有するコンピュータにより読み取り可能に、請求項７に記載の情報生成
プログラムが記録されている、ことを特徴とする記録媒体。
【請求項９】
　請求項１に記載の情報生成装置と通信可能な情報処理装置であって、
　移動体の現在位置を取得する現在位置取得部と；
　前記現在位置の周辺における前記移動体が通行する際の事故リスクに基づいて特定され
た地点である迂回推奨地点を抽出し、前記抽出された迂回推奨地点の情報を前記情報生成
装置へ送信する迂回推奨地点抽出部と；
　前記情報生成装置が送信した前記迂回推奨地点を迂回したことを示す迂回情報を反映し
た情報を、前記移動体の識別情報に関連付けて記憶部に記憶させる記憶制御部と；
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　を備えることを特徴とする情報処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報生成装置、情報生成方法、情報生成プログラム、及び、当該情報生成プ
ログラムが記録された記録媒体、並びに、当該情報生成装置と通信可能な情報処理装置に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、出発地から目的地までの経路を探索して、車両等の移動体の利用者に提示す
る装置が利用されている。こうした装置に関する技術として、状況の急変を予測して安全
な経路を提示する技術が提案されている（特許文献１参照：以下、「従来例」という）。
【０００３】
　かかる従来例の技術では、車両の寸法又は重量を含む車両情報、車両位置情報、走行予
定経路を示す経路情報、及び、走行予定経路の地形情報に加えて、走行予定経路を含む範
囲の気象情報に基づいて、走行予定経路に含まれる道路における通行阻害現象を予測する
。引き続き、予測された通行阻害現象と車両情報とを照合し、走行予定経路における通行
が困難な地点の特定処理を行う。そして、当該通行が困難な地点が特定された場合には、
当該特定された通行が困難な地点を迂回（回避）する経路を探索し、当該探索された迂回
経路を提示するようになっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１６－０８５０８０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述した従来例の技術を利用して、通行困難地点を迂回して走行すれば事故リスクは低
減されることになるものの、実際に走行する経路は車両の利用者の判断に委ねられる。こ
のため、利用者の性格等によっては、迂回経路が選択されないことが考えられ、事故リス
クの低減の観点からは、効果は限定的であるといわざるを得ない。
【０００６】
　もし、迂回経路を選択する動機付けを車両の利用者に与えることができれば、事故リス
クの低減の観点からの効果を向上させることができる。例えば、実際に迂回した迂回推奨
地点の数等により、自動車保険の次回の保険料を割り引く等の利益を利用者に提供できる
運用ができれば、事故リスクの抑制に貢献することができると考えられる。
【０００７】
　このため、迂回経路を選択する動機付けを車両の利用者に与えるための運用に資するこ
とができる技術が望まれている。かかる要請に応えることが、本発明が解決すべき課題の
一つとして挙げられる。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　請求項１に記載の発明は、移動体が通行する際の事故リスクに基づいて特定された地点
である迂回推奨地点に関する情報を取得する迂回推奨地点取得部と；前記迂回推奨地点が
目的地までの経路として設定済みの第１経路に含まれる場合に、前記迂回推奨地点を迂回
する第２経路を提示部により前記移動体の利用者へ提示させる提示制御部と；前記利用者
により前記第２経路が選択された場合に、前記迂回推奨地点を迂回したことを示す迂回情
報を生成し、外部の情報処理装置へ送信する迂回情報生成部と；を備えることを特徴とす
る情報生成装置である。
【０００９】
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　請求項６に記載の発明は、迂回推奨地点取得部と、提示制御部と、迂回情報生成部とを
備える情報生成装置において使用される情報生成方法であって、前記迂回推奨地点取得部
が、移動体が通行する際の事故リスクに基づいて特定された地点である迂回推奨地点に関
する情報を取得する迂回推奨地点取得工程と；前記迂回推奨地点が目的地までの経路とし
て設定済みの第１経路に含まれる場合に、前記提示制御部が、前記迂回推奨地点を迂回す
る第２経路を提示部により前記移動体の利用者へ提示させる提示制御工程と；前記利用者
により前記第２経路が選択された場合に、前記迂回情報生成部が、前記迂回推奨地点を迂
回したことを示す迂回情報を生成し、外部の情報処理装置へ送信する迂回情報生成工程と
；を備えることを特徴とする情報生成方法である。
【００１０】
　請求項７に記載の発明は、情報生成装置が有するコンピュータに、請求項６に記載の情
報生成方法を実行させる、ことを特徴とする情報生成プログラムである。
【００１１】
　請求項８に記載の発明は、情報生成装置が有するコンピュータにより読み取り可能に、
請求項７に記載の情報生成プログラムが記録されている、ことを特徴とする記録媒体であ
る。
【００１２】
　請求項９に記載の発明は、請求項１に記載の情報生成装置と通信可能な情報処理装置で
あって、移動体の現在位置を取得する現在位置取得部と；前記現在位置の周辺における前
記移動体が通行する際の事故リスクに基づいて特定された地点である迂回推奨地点を抽出
し、前記抽出された迂回推奨地点の情報を前記情報生成装置へ送信する迂回推奨地点抽出
部と；前記情報生成装置が送信した前記迂回推奨地点を迂回したことを示す迂回情報を反
映した情報を、前記移動体の識別情報に関連付けて記憶部に記憶させる記憶制御部と；を
備えることを特徴とする情報処理装置である。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】一実施形態に係る情報生成システムの構成を示すブロック図である。
【図２】第１実施例に係る情報生成システムの構成を示すブロック図である。
【図３】図２の情報生成装置の構成を説明するためのブロック図である。
【図４】図２の情報処理装置の構成を説明するためのブロック図である。
【図５】図４の記憶ユニット内に記憶される情報を説明するための図である。
【図６】図５の集計迂回情報の内容を説明するための図である。
【図７】図３の処理制御ユニットが実行する迂回情報の生成処理を説明するためのフロー
チャートである。
【図８】図７の迂回情報の更新処理を説明するためのフローチャートである。
【図９】迂回経路の提示の際の表示例を示す図である。
【図１０】図４の処理制御ユニットが実行する迂回推奨地点に関する情報の生成処理を説
明するためのフローチャートである。
【００１４】
【図１１】図４の処理制御ユニットが実行する集計迂回情報の更新処理を説明するための
フローチャートである。
【図１２】第２実施例に係る情報生成システムの構成を示すブロック図である。
【図１３】図１２の端末装置の構成を説明するためのブロック図である。
【図１４】図１２の情報生成装置の構成を説明するためのブロック図である。
【図１５】図１４の処理制御ユニットが実行する迂回情報の生成処理を説明するためのフ
ローチャートである。
【図１６】図１５の迂回情報の更新処理を説明するためのフローチャートである。
【図１７】図１３の処理制御ユニットが実行する迂回経路の選択処理を説明するためのフ
ローチャートである。
【図１８】第３実施例に係る情報生成システムの構成を示すブロック図である。
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【図１９】図１８の情報生成装置の構成を説明するためのブロック図である。
【図２０】図１９の処理制御ユニットが実行する迂回情報の生成処理を説明するためのフ
ローチャートである。
【００１５】
【図２１】図２０の迂回情報の算出処理を説明するためのフローチャートである。
【図２２】迂回推奨地点の提示の際の表示例を示す図である。
【図２３】第４実施例に係る情報生成システムの構成を示すブロック図である。
【図２４】図２３の情報生成装置の構成を説明するためのブロック図である。
【図２５】図２３の情報処理装置の構成を説明するためのブロック図である。
【図２６】図２５の記憶ユニット内に記憶される情報を説明するための図である。
【図２７】図２６の集計非迂回情報の内容を説明するための図である。
【図２８】図２４の処理制御ユニットが実行する非迂回情報の生成処理を説明するための
フローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の一実施形態を、図１を参照して説明する。なお、以下の説明においては
、同一又は同等の要素については同一符号を付し、重複する説明を省略する。
【００１７】
　［構成］
　図１には、一実施形態に係る情報生成システムの構成が示されている。この図１に示さ
れるように、当該情報生成システムは、本発明の一実施形態に係る情報生成装置７００と
情報処理装置８００とを備えている。
【００１８】
　ここで、情報生成装置７００は、移動体ＭＶ内に配置されて動作するようになっている
。また、情報処理装置８００は、移動体ＭＶの外に配置される。そして、情報生成装置７
００と情報処理装置８００とは、ネットワーク５００を介して、通信可能となっている。
【００１９】
　ネットワーク５００には、各種配信サーバ６００が接続されている。こうした各種配信
サーバ６００には、本実施形態では、雨量等の気象情報、気象予測情報等を配信する気象
情報配信サーバ、祭り等のイベントの開催日時、規模、場所等のイベント情報を配信する
イベント情報を配信するイベント情報配信サーバが含まれている。また、各種配信サーバ
６００には、事故多発地点、事故状況、事故原因、事故発生時間帯等を配信する事故情報
配信サーバ、移動体を運転中にヒヤリとしたり、ハットしたりした地点、原因、時間帯等
の交通ヒヤリハット情報を配信する交通ヒヤリハット情報配信サーバが含まれている。
【００２０】
　＜情報生成装置７００の構成＞
　図１に示されるように、移動体ＭＶには、情報生成装置７００に加えて、位置検出部９
１０及び提示部９２０が配置されている。
【００２１】
　上記の位置検出部９１０は、本実施形態では、ＧＰＳ受信機等を備えて構成されている
。この位置検出部９１０は、複数のＧＰＳ衛星からの電波の受信結果に基づいて、移動体
ＭＶの現在位置及び現在時刻を検出する。位置検出部９１０による検出結果は、現在位置
情報として、情報生成装置７００へ逐次送られる。
【００２２】
　上記の提示部９２０は、情報生成装置７００から送られた提示データを受ける。そして
、提示部９２０は、当該提示データに対応する提示情報を利用者に提示する。本実施形態
では、提示部９２０は、音出力部及び表示部を備えている。そして、提示データには、出
力音データ及び画像データが含まれるようになっている。
【００２３】
　音出力部は、スピーカを備えて構成される。この音出力部は、情報生成装置７００から
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送られた出力音データを受ける。そして、音出力部は、当該出力音データに対応する音声
を出力する。
【００２４】
　表示部は、液晶ディスプレイ等の表示デバイスを備えて構成される。この表示部は、情
報生成装置７００から送られた画像データを受ける。そして、表示部は、当該画像データ
に対応する画像を表示する。
【００２５】
　次に、情報生成装置７００の構成について説明する。情報生成装置７００は、図１に示
されるように、記憶部７１０と、送信部７２０と、受信部７３０とを備えている。また、
情報生成装置７００は、入力部７４０と、処理制御部７５０とを備えている。
【００２６】
　上記の記憶部７１０には、情報生成装置７００において利用される様々な情報が記録さ
れる。こうした情報には、地図情報等が含まれている。この記憶部７１０には、処理制御
部７５０がアクセス可能となっている。
【００２７】
　地図情報には、道路の接続関係を示す道路データや、それらを表示するためのイメージ
データ、ＰＯＩ（Point of Interest）情報等が含まれている。ここで、道路データには
、複数の道路が交差、合流、分岐する地点（ノード）と、ノード間を結ぶ道路（リンク）
の情報から成り、具体的にはノードやリンクの位置情報（緯度経度）や形状パターン、距
離情報、標準走行時間情報、料金情報、標準消費エネルギ情報（燃費情報、いわゆる電費
情報等）及び、それらを一意に識別するためのＩＤ（Identifier：識別子）が含まれてい
る。また、ＰＯＩ情報には、施設名、施設位置等が含まれている。
【００２８】
　上記の送信部７２０は、処理制御部７５０から送られた現在位置情報及び迂回情報を受
ける。そして、送信部７２０は、当該現在位置情報及び当該迂回情報を、無線通信により
、ネットワーク５００を介して、情報処理装置８００へ送信する。なお、送信部７２０か
ら情報処理装置８００へ送信される情報には、情報生成装置７００の識別子（以下、「生
成装置ＩＤ」又は「車載機ＩＤ」と記す）が指定されるようになっている。
【００２９】
　上記の受信部７３０は、情報処理装置８００から送信され、ネットワーク５００を介し
た迂回推奨地点に関する情報を、無線通信により受信する。そして、受信部７３０は、受
信した情報を処理制御部７５０へ送る。すなわち、受信部７３０は、迂回推奨地点取得部
としての機能を果たすようになっている。
【００３０】
　上記の入力部７４０は、情報生成装置７００用に配置されたキー部、リモート入力装置
等により構成される。ここで、情報生成装置７００用に配置されたキー部としては、提示
部９２０の表示デバイスに設けられたタッチパネルを用いることができる。なお、キー部
を有する構成に代えて、音声入力する構成を採用することもできる。この入力部７４０を
利用者が操作することにより、各種の指定や指令を入力することができる。こうした指定
には、目的地を指定した探索指令、案内経路の設定指令、迂回経路の選択又は非選択の指
定である迂回経路指令が含まれる。入力部７４０への入力結果は、処理制御部７５０へ送
られる。
【００３１】
　上記の処理制御部７５０は、位置検出部９１０から送られた現在位置情報を受ける。そ
して、処理制御部７５０は、新たな現在位置情報を受けるたびに、内部の現在位置情報を
当該新たな現在位置情報に更新するとともに、当該新たな現在位置情報を、送信部７２０
を利用して、情報処理装置８００へ送信する。
【００３２】
　また、処理制御部７５０は、探索指令を受けると、当該探索指令において指定された目
的地までの移動経路を探索する。そして、処理制御部７５０は、探索された移動経路を、
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提示部９２０を利用して利用者に対して提示する。この後、移動経路の設定が行われると
、内部に保持している迂回回数をクリアする（すなわち、「０」とする）。次いで、処理
制御部７５０は、当該設定された移動経路である案内経路（以下、「第１経路」ともいう
）に沿った移動の際の案内情報を、位置検出部９１０から送られた現在位置情報、及び、
記憶部７１０内の地図情報等を参照しつつ、提示部９２０に提示させる。
【００３３】
　なお、当該処理制御部７５０に対しては、移動経路の探索において優先させる要素を、
入力部７４０を利用して指定できるようになっている。こうした移動経路の探索において
優先させる要素としては、距離コスト、時間コスト、料金コスト及びエネルギーコスト等
がある。
【００３４】
　また、処理制御部７５０は、情報処理装置８００から送られた迂回推奨地点に関する情
報を、受信部７３０を介して受けると、第１経路上に存在する新たな迂回推奨地点を迂回
する迂回経路（以下、「第２経路」ともいう）を自動的に探索する。引き続き、処理制御
部７５０は、第１経路に関する案内情報に加えて、探索された第２経路の情報、第２経路
に関する情報、及び、第２経路を選択するか否かの選択の勧誘を、提示部９２０に提示さ
せる。ここで、本実施形態では、第２経路に関する情報には、第２経路を選択した場合と
、現時点の第１経路を維持した場合との距離コスト、時間コスト、料金コスト及びエネル
ギーコストの少なくとも１つのコストの差に関する情報が含まれるようになっている。
【００３５】
　すなわち、処理制御部７５０は、提示制御部としての機能を果たすようになっている。
【００３６】
　当該選択の勧誘を受けた利用者が、「選択する」旨を、入力部７４０に入力すると、処
理制御部７５０は、その旨を受ける。引き続き、処理制御部７５０は、第２経路（迂回経
路）を、新たな第１経路（案内経路）として選択し、当該新たな第１経路に沿った移動の
際の案内情報を、位置検出部９１０から送られた現在位置情報、及び、記憶部７１０内の
地図情報等を参照しつつ、提示部９２０に提示させる処理を開始する。そして、処理制御
部７５０は、第２経路（迂回経路）の選択により迂回することができるようになった迂回
推奨地点の数（ｎ）を、迂回地点数（ＤＮ）に加算することにより、内部の迂回情報を更
新する。
【００３７】
　一方、当該選択の勧誘を受けた利用者が、「選択しない」旨を、入力部７４０に入力す
ると、処理制御部７５０は、その旨を受ける。この場合には、処理制御部７５０は、第２
経路を新たな第１経路（案内経路）として選択することは行わず、案内経路として選択し
ていた第１経路を、案内経路として維持する。なお、この場合には、内部の迂回情報の更
新は行われない。
【００３８】
　すなわち、処理制御部７５０は、迂回情報生成部としての機能を果たすようになってい
る。
【００３９】
　そして、移動体ＭＶが目的地に到達するまで、処理制御部７５０は、案内情報を提示部
９２０に提示させつつ、上述した新たな迂回推奨地点を、受信部７３０を介して受けた場
合の処理を実行する。そして、移動体ＭＶが目的地に到達すると、処理制御部７５０は、
内部の迂回情報を、送信部７２０を介して情報処理装置８００へ送信する。
【００４０】
　＜情報処理装置８００の構成＞
　情報処理装置８００は、図１に示されるように、記憶部８１０と、受信部８２０と、送
信部８３０とを備えている。また、情報処理装置８００は、迂回推奨地点抽出部８４０と
、記憶制御部８５０とを備えている。
【００４１】
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　上記の記憶部８１０は、情報処理装置８００において利用される様々な情報が記録され
る。こうした情報には、地図情報、ハザードマップ情報、集計迂回情報等が含まれている
。この記憶部８１０には、迂回推奨地点抽出部８４０及び記憶制御部８５０がアクセス可
能となっている。
【００４２】
　地図情報は、道路データ、地形データ、ＰＯＩ（施設名等）データ等が地図上の位置と
関連付けられた情報となっている。また、ハザードマップ情報は、雨量等の気象条件に応
じた災害危険情報となっている。
【００４３】
　上記の受信部８２０は、情報生成装置７００から送信され、ネットワーク５００を介し
た現在位置情報を受信する。そして、受信部８２０は、当該現在位置情報を迂回推奨地点
抽出部８４０へ送る。すなわち、受信部８２０は、現在位置取得部としての機能を果たす
ようになっている。
【００４４】
　また、受信部８２０は、情報生成装置７００から送信され、ネットワーク５００を介し
た迂回情報を受信する。そして、受信部８２０は、当該迂回情報を記憶制御部８５０へ送
信する。
【００４５】
　また、受信部８２０は、迂回推奨地点抽出部８４０の要求に応じて各種配信サーバ６０
０から送信され、ネットワーク５００を介した配信データを受信する。そして、受信部８
２０は、当該配信データを迂回推奨地点抽出部８４０へ送る。
【００４６】
　上記の送信部８３０は、迂回推奨地点抽出部８４０から送られた配信データ要求を受け
る。そして、送信部８３０は、当該配信データ要求を、ネットワーク５００を介して、各
種配信サーバ６００へ送信する。
【００４７】
　また、送信部８３０は、迂回推奨地点抽出部８４０から送られた迂回推奨地点に関する
情報を受ける。そして、送信部８３０は、当該迂回推奨地点に関する情報を、ネットワー
ク５００を介して、情報生成装置７００へ送る。
【００４８】
　上記の迂回推奨地点抽出部８４０は、受信部８２０から送られた現在位置情報を受ける
と、迂回推奨地点に関する情報の生成処理を実行する。なお、迂回推奨地点に関する情報
の生成処理の詳細については、後述する。
【００４９】
　上記の記憶制御部８５０は、受信部８２０から送られた迂回情報を受けると、集計迂回
情報の更新処理を実行する。なお、集計迂回情報の更新処理の詳細については、後述する
。
【００５０】
　［動作］
　次に、上記のように構成された情報生成システムの動作について、情報生成装置７００
の処理制御部７５０が実行する迂回情報の生成処理、並びに、情報処理装置８００の迂回
推奨地点抽出部８４０が実行する迂回推奨地点に関する情報の生成処理、及び、情報処理
装置８００の記憶制御部８５０が実行する集計迂回情報の更新処理を説明する。
【００５１】
　なお、位置検出部９１０は、既に動作を開始しており、現地位置情報を逐次、情報生成
装置７００へ送っているものとする。そして、情報生成装置７００は、位置検出部９１０
から受けた現地位置情報を逐次、情報処理装置８００へ送信しているものとする。また、
移動体ＭＶに関する案内経路は既に設定されており、情報生成装置７００では、案内経路
に沿った移動の際の案内が行われているものとする。
【００５２】
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　＜迂回推奨地点に関する情報の生成処理＞
　まず、迂回推奨地点抽出部８４０が実行する迂回推奨地点に関する情報の生成処理につ
いて説明する。迂回推奨地点抽出部８４０は、情報生成装置７００から送信された現在位
置情報の受信に応じて、迂回推奨地点に関する情報の生成処理を実行する。
【００５３】
　迂回推奨地点に関する情報の生成処理に際して、迂回推奨地点抽出部８４０は、まず、
当該現在位置情報から移動体ＭＶの現在位置を特定する。次に、迂回推奨地点抽出部８４
０は、特定された移動体ＭＶの現在位置及びその周辺領域の大きさを指定した配信データ
要求を、各種配信サーバ６００へ送信する。
【００５４】
　当該配信データ要求に応答して各種配信サーバ６００から送信された配信データを受信
すると、迂回推奨地点抽出部８４０は、当該配信データと、記憶部８１０に記憶された地
図情報及びハザードマップ情報に基づいて、案内経路を移動体ＭＶが通行した場合の事故
リスクの度合に基づいて、迂回推奨地点を抽出する。引き続き、迂回推奨地点抽出部８４
０は、抽出された迂回推奨地点に関する情報を情報生成装置７００へ送信する。
【００５５】
　＜迂回情報の生成処理＞
　次に、処理制御部７５０が実行する迂回情報の生成処理について説明する。処理制御部
７５０は、案内経路が設定されると、迂回情報の生成処理が開始する。
【００５６】
　迂回情報の生成処理に際して、処理制御部７５０は、内部の迂回地点数（ＤＮ）を「０
」に初期化する。引き続き、目的地に到着するまで、処理制御部７５０は、迂回情報の更
新処理を繰り返す。
　《迂回情報の更新処理》
　情報処理装置８００から送信された迂回推奨地点に関する情報を受信すると、処理制御
部７５０は、迂回情報の生成処理を開始する。
【００５７】
　迂回情報の生成処理に際して、案内経路（第１経路）に存在する新たな迂回推奨地点を
迂回する迂回経路（第２経路）を自動的に探索する。引き続き、処理制御部７５０は、上
述した第１経路に関する案内情報に加えて、探索された迂回経路に関する情報、及び、迂
回経路を選択するか否かの選択の勧誘情報を、提示部９２０に提示させる。なお、上述し
たように、迂回経路に関する情報には、迂回経路を選択した場合と、現時点の案内経路を
維持した場合との距離コスト、時間コスト、料金コスト及びエネルギーコストの少なくと
も１つのコストの差に関する情報が含まれるようになっている。
【００５８】
　当該選択の勧誘を受けた利用者が、「選択する」旨を、入力部７４０に入力すると、処
理制御部７５０は、迂回経路の選択により迂回することができるようになった迂回推奨地
点の数（ｎ）を、迂回地点数（ＤＮ）に加算することにより、内部の迂回情報を更新する
。
【００５９】
　引き続き、処理制御部７５０は、迂回経路を、新たな案内経路として設定する。そして
、処理制御部７５０は、当該新たな案内経路に沿った移動の際の案内情報を、位置検出部
９１０から送られた現在位置情報、及び、記憶部７１０内の地図情報等を参照しつつ、提
示部９２０に提示させる処理を開始する。
【００６０】
　一方、当該選択の勧誘を受けた利用者が、「選択しない」旨を、入力部７４０を入力す
ると、処理制御部７５０は、迂回経路を新たな案内経路として選択することは行わず、案
内経路として選択していた経路を案内経路として維持する。この場合には、処理制御部７
５０は、内部の迂回情報の更新を行わない。
【００６１】
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　そして、移動体ＭＶが目的地に到達するまで、処理制御部７５０は、案内情報を提示部
９２０に提示させつつ、上述した新たな迂回推奨地点を、受信部７３０を介して受けた場
合の処理を実行し、迂回情報を適宜更新する。そして、移動体ＭＶが目的地に到達すると
、処理制御部７５０は、内部の迂回情報を情報処理装置８００へ送信する。
【００６２】
　＜集計迂回情報の更新処理＞
　次いで、記憶制御部８５０が実行する集計迂回情報の更新処理について説明する。記憶
制御部８５０は、情報生成装置７００から送信された迂回情報の受信に応じて、集計迂回
情報の更新処理について説明する。
【００６３】
　迂回情報を受信した情報処理装置８００では、記憶制御部８５０が、当該迂回情報によ
り示される迂回地点数を、予め定められた期間長（例えば、「１ヶ月」）の集計期間にお
ける現時点までの集計値（集計迂回地点数：ＴＤＮ）を算出する。そして、記憶制御部８
５０は、算出された集計値を、情報生成装置７００の識別子（車載機ＩＤ）に関連付けて
、記憶部８１０に格納することにより、集計迂回情報を更新する。
【００６４】
　以上説明したように、本実施形態では、移動体ＭＶが通行する際の事故リスクに基づい
て特定された地点である迂回推奨地点に関する情報を情報処理装置８００から受信すると
、処理制御部７５０は、迂回推奨地点が目的地までの経路として設定済みの第１経路に含
まれる場合に、当該迂回推奨地点を迂回する第２経路を提示部９２０により移動体ＭＶの
利用者へ提示させる。そして、利用者により第２経路が選択された場合に、処理制御部７
５０が、迂回推奨地点を迂回したことを示す迂回情報を生成し、情報処理装置８００へ送
信する。
【００６５】
　したがって、本実施形態によれば、迂回経路を選択する動機付けを移動体ＭＶの利用者
に与えるための運用に資することができる。
【００６６】
　また、本実施形態では、処理制御部７５０は、第２経路を走行して目的地へ到着した際
に迂回情報を生成する。このため、情報生成装置７００と情報処理装置８００との間の通
信量を抑制することができる。
【００６７】
　また、本実施形態では、処理制御部７５０は、第２経路を提示する際に、第１経路との
距離コスト、時間コスト、料金コスト及びエネルギーコストの少なくとも１つのコストの
差に関する情報を更に提示部９２０に提示させる。このため、移動体ＭＶの利用者が、増
加する各種コストを把握した上で、迂回する経路を選択するか否かを判断することができ
る。
【００６８】
　また、本実施形態では、情報生成装置７００から送信された移動体ＭＶの現在位置情報
を受信すると、迂回推奨地点抽出部８４０が、移動体ＭＶの現在位置の周辺における移動
体が通行する際の事故リスクに基づいて特定された地点を迂回推奨地点として抽出する。
そして、迂回推奨地点抽出部８４０は、抽出された迂回推奨地点の情報を情報生成装置７
００へ送信する。
【００６９】
　また、本実施形態では、情報生成装置７００から送信された迂回情報を受信すると、記
憶制御部８５０が、迂回情報を反映した情報を、移動体ＭＶの識別情報に関連付けて記憶
部８１０に記憶させる。なお、本実施形態では、迂回情報を反映した情報として、予め定
められた期間長の期間における迂回地点数の集計値を採用している。
【００７０】
　したがって、情報生成装置７００と情報処理装置８００とが協働することにより、迂回
経路を選択する動機付けを移動体ＭＶの利用者に与えるための効果的な運用に資すること
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ができる。
【００７１】
　［実施形態の変形］
　本発明は、上記の実施形態に限定されるものではなく、様々な変形が可能である。
【００７２】
　例えば、上記の実施形態では、迂回情報には迂回地点数が含まれているものとし、迂回
情報を反映した情報を、予め定められた期間長の期間における迂回地点数の集計値とした
。これに対し、迂回情報には、第２経路と第１経路との距離コスト、時間コスト、料金コ
スト及びエネルギーコストの少なくとも１つのコストの差に関する情報を含むようにし、
迂回情報を反映した情報を、予め定められた期間長の期間における当該コスト差の集計値
としてもよい。この場合には、例えば、コストが大きく増大する迂回経路を走行した場合
の移動体の利用者の利益を大きく設定するようにすれば、迂回によりコストが大きく増大
する場合でもあっても、車両の利用者に対して迂回推奨地点を迂回する動機付けを与える
ことが可能となる。
【００７３】
　また、迂回推奨地点に関する情報に、移動体ＭＶが迂回推奨地点を通行した場合の事故
リスクの度合を含めるようにし、迂回経路を選択するか否かの選択の勧誘情報を提示する
際に、当該事故リスクの度合を含めた提示とするようにしてもよい。この場合には、移動
体ＭＶの利用者が、事故リスクを把握した上で、迂回する経路を選択するか否かを判断す
ることができる。
【００７４】
　さらに、迂回推奨地点に関する情報に事故リスクの度合を含めるようにした場合には、
迂回情報を反映した情報を、予め定められた期間長の期間における事故リスクの度合が高
い程高くなる迂回ポイント値の集計値としてもよい。この場合には、例えば、迂回ポイン
ト値が高い程ほど、移動体の利用者の利益を大きく設定するようにすれば、事故リスクの
度合に応じて、移動体ＭＶの利用者に対して迂回推奨地点を迂回する動機付けを与えるこ
とが可能となる。
【００７５】
　また、上記の実施形態では、目的地に到着したことをもって、情報生成装置が、迂回情
報を送信するようにした。これに対し、走行軌跡に基づいて、迂回する経路を実際に走行
したことが判定されたことを条件に、迂回情報を送信するようにしてもよい。
【００７６】
　なお、上記の実施形態における情報生成装置及び情報処理装置のそれぞれを、中央処理
装置（ＣＰＵ：Central Processing Unit）等の演算手段を備えたコンピュータシステム
として構成し、予め用意されたプログラムをコンピュータで実行することにより、上記の
出力制御装置の一部又は全部の機能を実現するようにしてもよい。このプログラムはハー
ドディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ等のコンピュータで読み取り可能な記録媒体に記録さ
れ、当該コンピュータによって記録媒体から読み出されて実行される。また、このプログ
ラムは、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ等の可搬型記録媒体に記録された形態で取得されるように
してもよいし、インターネットなどのネットワークを介した配信の形態で取得されるよう
にしてもよい。
【実施例】
【００７７】
　以下、本発明の実施例を、図面を参照して説明する。なお、以下の説明及び図面におい
ては、上述した実施形態の場合を含めて、同一又は同等の要素については同一の符号を付
し、重複する説明を省略する。
【００７８】
　［第１実施例］
　まず、本発明の第１実施例を、図２～図１１を主に参照して説明する。
【００７９】
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　＜構成＞
　図２には、第１実施例に係る情報生成システム４００Ａの構成が示されている。この図
２に示されるように、情報生成システム４００Ａは、情報生成装置１００Ａと情報処理装
置３００Ａとを備えている。
【００８０】
　ここで、情報生成装置１００Ａは、車両ＣＲ内に配置されて動作するようになっている
。また、情報処理装置３００Ａは、車両ＣＲの外に配置される。情報生成装置１００Ａと
情報処理装置３００Ａとは、ネットワーク５００を介して、通信可能となっている。そし
て、情報処理装置３００Ａは、ネットワーク５００を介して、各種配信サーバ６００と通
信可能となっている。
【００８１】
　《情報生成装置１００Ａの構成》
　図２に示されるように、車両ＣＲには、情報生成装置１００Ａに加えて、音出力ユニッ
ト２１０、表示ユニット２２０、センサユニット２３０及びＧＰＳ受信ユニット２４０が
配置されている。これらの音出力ユニット２１０、表示ユニット２２０、センサユニット
２３０及びＧＰＳ受信ユニット２４０は、情報生成装置１００Ａと接続されている。
【００８２】
　上記の音出力ユニット２１０は、情報生成装置１００Ａから送られた出力音データを受
ける。そして、音出力ユニット２１０は、当該出力音データに対応する音声を出力する。
【００８３】
　上記の表示ユニット２２０は、情報生成装置１００Ａから送られた画像データを受ける
。そして、表示ユニット２２０は、当該画像データに対応する画像を表示する。
【００８４】
　上記のセンサユニット２３０は、車速センサ、加速度センサ、角速度センサ、傾斜セン
サ等を備えて構成されている。センサユニット２３０が備える各種センサによる検出結果
は、情報生成装置１００Ａへ送られる。
【００８５】
　上記のＧＰＳ（Global Positioning System）受信ユニット２４０は、複数のＧＰＳ衛
星からの電波を受信し、ＧＰＳデータを情報生成装置１００Ａへ送る。
【００８６】
　図３に示されるように、情報生成装置１００Ａは、処理制御ユニット１１０Ａと、記憶
ユニット１２０Ａと、入力ユニット１３０と、無線通信ユニット１４０とを備えている。
処理制御ユニット１１０Ａには、記憶ユニット１２０Ａ、入力ユニット１３０及び無線通
信ユニット１４０に加えて、上述した音出力ユニット２１０、表示ユニット２２０、セン
サユニット２３０及びＧＰＳ受信ユニット２４０が接続されている。
【００８７】
　上記の処理制御ユニット１１０Ａは、情報生成装置１００Ａの全体を統括制御する。こ
の処理制御ユニット１１０Ａについては、後述する。
【００８８】
　上記の記憶ユニット１２０Ａは、ハードディスク装置等の不揮発性の記憶装置を備えて
構成され、情報生成装置１００Ａにおいて利用される様々な情報データが記憶される。こ
うした情報データには、地図情報ＭＰＩが含まれている。この記憶ユニット１２０Ａには
、処理制御ユニット１１０Ａがアクセス可能となっている。
【００８９】
　地図情報ＭＰＩには、道路の接続関係を示す道路データや、それらを表示するためのイ
メージデータ、ＰＯＩ（Point of Interest）情報等が含まれている。ここで、道路デー
タは、複数の道路が交差、合流、分岐する地点（ノード）と、ノード間を結ぶ道路（リン
ク）の情報から成り、具体的にはノードやリンクの位置情報（緯度経度）や形状パターン
、距離情報、標準走行時間情報、料金情報、標準消費エネルギ情報（燃費情報、いわゆる
電費情報等）及び、それらを一意に識別するためのＩＤ（Identifier：識別子）が含まれ
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ている。また、ＰＯＩ情報には、施設名、施設位置等が含まれている。
【００９０】
　上記の入力ユニット１３０は、情報生成装置１００Ａの本体部に設けられたキー部、及
び／又はキー部を備えるリモート入力装置等により構成される。ここで、本体部に設けら
れたキー部としては、表示ユニット２２０の表示デバイスに設けられたタッチパネルを用
いることができる。なお、キー部を有する構成に代えて、又は併用して音声認識技術を利
用して音声にて入力する構成を採用することもできる。
【００９１】
　この入力ユニット１３０を利用者が操作することにより、情報生成装置１００Ａの動作
内容の指定や動作指令が行われる。こうした動作指令には、目的地を指定した経路探索指
令、案内経路の設定指令、迂回経路の選択又は非選択の指定である迂回経路指令が含まれ
る。入力ユニット１３０への入力結果は、入力データとして、処理制御ユニット１１０Ａ
へ送られる。
【００９２】
　なお、第１実施例では、走行経路の探索において優先させる要素を、入力ユニット１３
０を利用して指定できるようになっている。こうした走行経路の探索において優先させる
要素としては、距離コスト、時間コスト、料金コスト及びエネルギーコスト等がある。
【００９３】
　上記の無線通信ユニット１４０は、ネットワーク５００を介して、情報処理装置３００
Ａとの通信を行う。無線通信ユニット１４０は、制御ユニット１１０Ａから送られた現在
位置情報及び迂回情報を受ける。そして、無線通信ユニット１４０は、当該現在位置情報
及び当該迂回情報を情報処理装置３００Ａへ送信する。
【００９４】
　また、無線通信ユニット１４０は、情報処理装置３００Ａから送信された迂回推奨地点
に関する情報を受信する。そして、無線通信ユニット１４０は、当該迂回推奨地点に関す
る情報を処理制御ユニット１１０Ａへ送る。
【００９５】
　次に、上記の処理制御ユニット１１０Ａについて説明する。この処理制御ユニット１１
０Ａは、中央処理装置（ＣＰＵ）及びその周辺回路を備えて構成されている。処理制御ユ
ニット１１０Ａが様々なプログラムを実行することにより、情報生成装置１００Ａとして
の各種機能が実現されるようになっている。
【００９６】
　ここで、処理制御ユニット１１０Ａは、センサユニット２３０から送られたセンサデー
タ及びＧＰＳ受信ユニット２４０から受けたＧＰＳデータに基づいて、記憶ユニット１２
０Ａ中の地図情報ＭＰＩ等を適宜参照し、マップマッチングの手法を用いて、精度良く現
在位置を検出するようになっている。
【００９７】
　処理制御ユニット１１０Ａは、車両ＣＲの現在位置を検出するたびに、内部の現在位置
情報を当該新たな現在位置情報に更新する。また、処理制御ユニット１１０Ａは、当該新
たな現在位置情報を、無線通信ユニット１４０を利用して、情報処理装置３００Ａへ送信
する。
【００９８】
　また、処理制御ユニット１１０Ａは、入力ユニット１３０から送られた探索指令を受け
ると、当該探索指令において指定された目的地までの走行経路を探索する。引き続き、処
理制御ユニット１１０Ａは、探索された走行経路を、音出力ユニット２１０及び表示ユニ
ット２２０を利用して利用者に対して提示する。この後、案内経路が設定されると、処理
制御ユニット１１０Ａは、当該設定された案内経路（第１経路）に沿った走行の際の案内
情報の利用者に対する提示処理（案内情報提示処理）を開始する。また、処理制御ユニッ
ト１１０Ａは、迂回情報の生成処理を開始する。
【００９９】
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　なお、処理制御ユニット１１０Ａが実行する迂回情報の生成処理の詳細については、後
述する。
【０１００】
　《情報処理装置３００Ａの構成》
　図４には、情報処理装置３００Ａの概略的な構成が示されている。この図４に示される
ように、情報処理装置３００Ａは、処理制御ユニット３１０Ａと、記憶ユニット３２０Ａ
と、外部通信ユニット３３０とを備えている。
【０１０１】
　処理制御ユニット３１０Ａは、中央処理装置（ＣＰＵ）及びその周辺回路を備えて構成
され、情報処理装置３００Ａの全体を統括制御する。この処理制御ユニット３１０Ａが様
々なプログラムを実行することにより、情報処理装置３００Ａとしての各種機能が実現さ
れるようになっている。処理制御ユニット３１０Ａが実行する迂回推奨地点に関する情報
の生成処理、及び、集計迂回情報の更新処理の詳細については、後述する。
【０１０２】
　なお、処理制御ユニット３１０Ａが実行するプログラムはハードディスク、ＣＤ－ＲＯ
Ｍ、ＤＶＤ等のコンピュータで読み取り可能な記録媒体に記録され、当該記録媒体からロ
ードされて実行される。また、このプログラムは、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ等の可搬型記録
媒体に記録された形態で取得されるようにしてもよいし、インターネットなどのネットワ
ークを介した配信の形態で取得されるようにしてもよい。
【０１０３】
　上記の記憶ユニット３２０Ａは、情報処理装置３００Ａにおいて利用される様々な情報
データが記録される。この記憶ユニット３２０Ａには、処理制御ユニット３１０Ａがアク
セス可能となっている。なお、記憶ユニット３２０Ａに記憶される情報データについては
、後述する。
【０１０４】
　上記の外部通信ユニット３３０は、情報生成装置１００Ａからネットワーク５００を介
して送信された現在位置情報及び迂回情報を受信する。そして、外部通信ユニット３３０
は、当該現在位置情報及び当該迂回情報を処理制御ユニット３１０Ａへ送る。
【０１０５】
　また、外部通信ユニット３３０は、処理制御ユニット３１０Ａから送られた迂回推奨地
点に関する情報を受ける。そして、外部通信ユニット３３０は、当該迂回推奨地点に関す
る情報を、ネットワーク５００を介して、情報生成装置１００Ａへ送信する。
【０１０６】
　また、外部通信ユニット３３０は、処理制御ユニット３１０Ａから送られた配信データ
要求を受ける。そして、外部通信ユニット３３０は、当該配信データ要求を、ネットワー
ク５００を介して、各種配信サーバ６００へ送信する。
【０１０７】
　また、外部通信ユニット３３０は、処理制御ユニット３１０Ａの要求に応じて各種配信
サーバ６００から送信され、ネットワーク５００を介した配信データを受信する。そして
、外部通信ユニット３３０は、当該配信データを処理制御ユニット３１０Ａへ送る。
【０１０８】
　《記憶ユニット３２０Ａに記憶される情報》
　記憶ユニット３２０Ａに記憶される情報には、図６に示されるように、地図情報ＭＰＪ
、ハザードマップ情報ＨＭＩ及び集計迂回情報ＤＴＩが含まれている。
【０１０９】
　地図情報ＭＰＪには、道路データ、地形データ、ＰＯＩ（施設名等）データ等が地図上
の位置と関連付けられた情報となっている。また、ハザードマップ情報ＨＭＩは、雨量等
の気象条件に応じた災害危険情報となっている。
【０１１０】
　また、集計迂回地点数情報ＤＴＩは、図６に示されるように、車載機（情報生成装置）
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ＩＤ（ＣＩＤj）に関連付けられた、予め定められた期間長（例えば、「１ヶ月」）の集
計期間における現時点までの集計値（集計迂回地点数：ＴＤＮj）の情報である
【０１１１】
　＜動作＞
　次に、上記のように構成された情報生成システム４００Ａの動作について、情報生成装
置１００Ａの処理制御ユニット１１０Ａが実行する迂回情報の生成処理、並びに、情報処
理装置３００Ａの処理制御ユニット３１０Ａが実行する迂回推奨地点に関する情報の生成
処理及び集計迂回情報の更新処理を説明する。
【０１１２】
　なお、センサユニット２３０及びＧＰＳ受信ユニット２４０は、既に動作を開始してお
り、処理制御ユニット１１０Ａは、現地位置情報を逐次、情報処理装置３００Ａへ送って
いるものとする。また、車両ＣＲに関する案内経路は既に設定されており、情報生成装置
１００Ａでは、案内経路に沿った走行の際の案内が行われているものとする。
【０１１３】
　《迂回情報の生成処理》
　まず、処理制御ユニット１１０Ａが実行する迂回情報の生成処理について説明する。こ
の処理は、案内経路が設定されると開始する。迂回情報とは、車両ＣＲが本来走行する予
定であった経路上に、情報生成装置１００Ａによって特定された迂回推奨地点が存在した
場合に、当該迂回推奨地点を迂回する走行がどの程度行われたか示す情報である。
【０１１４】
　迂回情報の生成処理に際しては、図７に示されるように、まず、ステップＳ１１におい
て、処理制御ユニット１１０Ａが、迂回地点数（ＤＮ）を「０」に初期化する。引き続き
、ステップＳ１２において、処理制御ユニット１１０Ａが、最新の現在位置情報に基づい
て、車両ＣＲの現在位置を特定する。
【０１１５】
　次に、ステップＳ１３において、処理制御ユニット１１０Ａが、車両ＣＲが目的地に到
着したか否かを判定する。ステップＳ１３における判定の結果が肯定的であった場合（ス
テップＳ１３：Ｙ）には、処理は、後述するステップＳ１５へ進む。
【０１１６】
　ステップＳ１３における判定の結果が否定的であった場合（ステップＳ１３：Ｎ）には
、処理はステップＳ１４へ進む。このステップＳ１４では、処理制御ユニット１１０Ａが
、迂回情報の更新処理を行う。そして、処理は、上述したステップＳ１２へ戻る。
【０１１７】
　なお、ステップＳ１４において実行される迂回情報の更新処理の詳細については、後述
する。
【０１１８】
　以後、ステップＳ１３における判定の結果が肯定的となるまで、ステップＳ１２～Ｓ１
４の処理が繰り返される。車両ＣＲが目的地に到着し、ステップＳ１３における判定の結
果が肯定的となると（ステップＳ１３：Ｙ）、処理はステップＳ１５へ進む。
【０１１９】
　ステップＳ１５では、処理制御ユニット１１０Ａが、車載機ＩＤ及び最新の迂回情報を
情報処理装置３００Ａへ送信する。そして、今回の迂回情報の生成処理が終了する。
【０１２０】
　《迂回情報の更新処理》
　次に、ステップＳ１４において実行される迂回情報の更新処理について説明する。
【０１２１】
　迂回情報の更新処理に際しては、図８に示されるように、まず、ステップＳ２１におい
て、処理制御ユニット１１０Ａが、迂回推奨地点に関する情報を受信したか否かを判定す
る。ステップＳ２１における判定の結果が否定的であった場合（ステップＳ２１：Ｎ）に
は、ステップＳ１４の処理が終了する。そして、処理は、上述した図７のステップＳ１２
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へ戻る。
【０１２２】
　ステップＳ２１における判定の結果が肯定的であった場合（ステップＳ２１：Ｙ）には
、処理はステップＳ２２へ進む。このステップＳ２２では、処理制御ユニット１１０Ａが
、情報処理装置３００Ａから送信された迂回推奨地点の中に、案内経路（第１経路）上に
おける迂回推奨地点であって、音出力ユニット２１０及び表示ユニット２２０を利用した
提示がなされていない未提示の迂回推奨地点があるか否かを判定する。ステップＳ２２に
おける判定の結果が否定的であった場合（ステップＳ２２：Ｎ）には、ステップＳ１４の
処理が終了する。そして、処理は、図７のステップＳ１２へ戻る。
【０１２３】
　ステップＳ２２における判定の結果が肯定的であった場合（ステップＳ２２：Ｙ）には
、処理はステップＳ２３へ進む。このステップＳ２３では、処理制御ユニット１１０Ａが
、未提示の迂回推奨地点を、音出力ユニット２１０及び表示ユニット２２０を利用して提
示するとともに、当該迂回推奨地点を迂回する迂回経路（第２経路）を自動的に探索する
。かかる迂回経路を探索に際して、処理制御ユニット１１０Ａは、案内経路の探索の場合
に優先させた要素を優先した探索を行う。
【０１２４】
　次に、ステップＳ２４において、処理制御ユニット１１０Ａが、現時点での案内経路に
関する案内情報に加えて、探索された迂回経路に関する情報、及び、迂回経路を選択する
か否かの選択の勧誘情報を、音出力ユニット２１０及び表示ユニット２２０を利用して、
利用者に対して提示する。なお、迂回経路に関する情報には、迂回経路を選択した場合と
、現時点の案内経路を維持した場合との距離コスト、時間コスト、料金コスト及びエネル
ギーコストの少なくとも１つのコストの差に関する情報が含まれるようになっている。
【０１２５】
　次いで、ステップＳ２５において、処理制御ユニット１１０Ａが、迂回経路が選択され
たか否かを判定する。かかる判定に際して、処理制御ユニット１１０Ａは、勧誘を受けた
利用者が「選択する」旨を入力ユニット１３０に入力した場合に、迂回経路が選択された
との肯定的な判定を行う。また、処理制御ユニット１１０Ａは、当該利用者が「選択しな
い」旨を入力ユニット１３０に入力した場合に、迂回経路が選択されなかったとの否定的
な判定を行う。
【０１２６】
　ステップＳ２５における判定の結果が否定的であった場合（ステップＳ２５：Ｎ）には
、ステップＳ１４の処理が終了する。そして、処理は、図７のステップＳ１２へ戻る。
【０１２７】
　一方、ステップＳ２５における判定の結果が肯定的であった場合（ステップＳ２５：Ｙ
）には、処理はステップＳ２６へ進む。このステップＳ２６では、処理制御ユニット１１
０Ａが、迂回情報に含まれている迂回地点数（ＤＮ）に、迂回経路を選択することにより
迂回することができるようになった迂回地点数（ｎ）を加算する。
【０１２８】
　次いで、ステップＳ２７において、処理制御ユニット１１０Ａが、選択された迂回経路
を新たな案内経路（第１経路）に設定する。そして、ステップＳ１４の処理が終了し、処
理は、図７のステップＳ１２へ戻る。
【０１２９】
　なお、図９には、ステップＳ２４の処理により表示される表示例が示されている。なお
、図９では、現在位置が▲で表され、目的地が△で表されている。また、現時点の案内経
路（第１経路）が太い実線で表され、迂回経路（第２経路）が破線で表されている。
【０１３０】
　《迂回推奨地点に関する情報の生成処理》
　次いで、処理制御ユニット３１０Ａが実行する迂回推奨地点に関する情報の生成処理に
ついて説明する。
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【０１３１】
　迂回推奨地点に関する情報の生成処理に際しては、図１０に示されるように、まず、ス
テップＳ３１において、処理制御ユニット３１０Ａが、車載機ＩＤ及び現在位置情報を受
信したか否かを判定する。ステップＳ３１における判定の結果が否定的であった場合（ス
テップＳ３１：Ｎ）には、ステップＳ３１の処理が繰り返される。
【０１３２】
　ステップＳ３１における判定の結果が肯定的であった場合（ステップＳ３１：Ｙ）には
、処理はステップＳ３２へ進む。このステップＳ３２では、処理制御ユニット３１０Ａが
、現在位置情報に基づいて特定される現在位置を含む所定範囲の環境情報を取得する。か
かる環境情報の取得に際して、処理制御ユニット３１０Ａは、特定された現在位置及びそ
の周辺領域の大きさを指定した配信データ要求を、各種配信サーバ６００へ送信する。そ
して、処理制御ユニット３１０Ａは、当該配信データ要求に応答して各種配信サーバ６０
０から送信された配信データを受信する。
【０１３３】
　次に、ステップＳ３３において、処理制御ユニット３１０Ａが、迂回推奨地点があるか
否かを判定する。かかる判定に際して、処理制御ユニット３１０Ａは、当該配信データ、
並びに、記憶ユニット３２０Ａに記憶された地図情報ＭＰＪ及びハザードマップ情報ＨＭ
Ｉに基づいて、通行の安全の観点から、言い換えると通行時の事故リスクの観点から迂回
推奨地点の抽出処理を行う。そして、処理制御ユニット３１０Ａが、当該迂回推奨地点の
抽出処理の結果に基づいて、迂回推奨地点があるか否かを判定する。
【０１３４】
　ステップＳ３３における判定の結果が否定的であった場合（ステップＳ３３：Ｎ）には
、処理はステップＳ３１に戻る。一方、ステップＳ３３における判定の結果が肯定的であ
った場合（ステップＳ３３：Ｙ）には、処理はステップＳ３４に進む。
【０１３５】
　ステップＳ３４では、処理制御ユニット３１０Ａが、迂回推奨地点に関する情報を、受
信した車載機ＩＤを有する情報生成装置１００Ａへ送信する。そして、処理はステップＳ
３１に戻る。以後、ステップＳ３１～Ｓ３４の処理が繰り返される。
【０１３６】
　《集計迂回情報の更新処理》
　次に、処理制御ユニット３１０Ａが実行する集計迂回情報の更新処理について説明する
。
【０１３７】
　集計迂回情報の更新処理に際しては、図１１に示されるように、まず、ステップＳ４１
において、処理制御ユニット３１０Ａが、車載機ＩＤ及び迂回情報を受信したか否かを判
定する。ステップＳ４１における判定の結果が否定的であった場合（ステップＳ４１：Ｎ
）には、ステップＳ４１の処理が繰り返される。
【０１３８】
　ステップＳ４１における判定の結果が肯定的であった場合（ステップＳ４１：Ｙ）には
、処理はステップＳ４２へ進む。このステップＳ４２では、処理制御ユニット３１０Ａが
、記憶ユニット３２０Ａ内に記憶されている集計迂回情報ＤＴＩを更新する。かかる更新
に際して、処理制御ユニット３１０Ａは、受信した迂回情報に含まれている迂回地点数（
ＤＮj）を加算することにより、受信した車載機ＩＤ（ＣＩＤj）に関連付けられている記
憶ユニット３２０Ａ内に記憶されている集計迂回地点数（ＤＮj）を更新する。
【０１３９】
　そして、処理はステップＳ４１へ戻る。以後、ステップＳ４１，Ｓ４２の処理が繰り返
される。
【０１４０】
　以上説明したように、第１実施例では、車両ＣＲが通行する際の事故リスクに基づいて
特定された地点である迂回推奨地点に関する情報を情報処理装置３００Ａから受信すると
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、情報生成装置１００Ａでは、迂回推奨地点が目的地までの経路として設定済みの第１経
路に含まれる場合に、処理制御ユニット１１０Ａが、当該迂回推奨地点を迂回する第２経
路を車両ＣＲの利用者へ提示させる。そして、利用者により第２経路が選択された場合に
、処理制御ユニット１１０Ａが、迂回推奨地点を迂回したことを示す迂回情報を生成し、
情報処理装置３００Ａへ送信する。
【０１４１】
　したがって、第１実施例によれば、迂回経路を選択する動機付けを車両ＣＲの利用者に
与えるための運用に資することができる。動機付けを利用者に与えることの具体例として
は、事故リスクの比較的高い迂回推奨地点を迂回して走行した実績に応じた、次回の自動
車保険料の割引などが挙げられる。
【０１４２】
　また、第１実施例では、処理制御ユニット１１０Ａは、第２経路を走行して目的地へ到
着した際に迂回情報を生成する。このため、情報生成装置１００Ａと情報処理装置３００
Ａとの間の通信量を抑制することができる。
【０１４３】
　また、第１実施例では、処理制御ユニット１１０Ａは、第２経路を提示する際に、第１
経路との距離コスト、時間コスト、料金コスト及びエネルギーコストの少なくとも１つの
コストの差に関する情報を更に提示させる。このため、車両ＣＲの利用者が、増加する各
種コストを把握した上で、迂回する経路を選択するか否かを判断することができる。
【０１４４】
　また、第１実施例では、情報生成装置１００Ａから送信された車両ＣＲの現在位置情報
を受信すると、処理制御ユニット３１０Ａが、車両ＣＲの現在位置の周辺における車両Ｃ
Ｒが通行する際の事故リスクに基づいて特定された地点を迂回推奨地点として抽出する。
そして、処理制御ユニット３１０Ａは、抽出された迂回推奨地点の情報を情報生成装置１
００Ａへ送信する。
【０１４５】
　また、第１実施例では、情報生成装置１００Ａから送信された迂回情報を受信すると、
処理制御ユニット３１０Ａが、迂回情報を反映した情報を、車両ＣＲの識別情報に関連付
けて記憶ユニット３２０Ａに記憶させる。なお、第１実施例では、迂回情報を反映した情
報として、予め定められた期間長の期間における迂回地点数の集計値を採用している。
【０１４６】
　したがって、情報生成装置１００Ａと情報処理装置３００Ａとが協働することにより、
迂回経路を選択する動機付けを車両ＣＲの利用者に与えるための効果的な運用に資するこ
とができる。
【０１４７】
　［第１実施例の変形］
　第１実施例に対しては、様々な変形が可能である。
【０１４８】
　例えば、上記の第１実施例では、迂回情報には迂回地点数が含まれているものとし、迂
回情報を反映した情報を、予め定められた期間長の期間における迂回地点数の集計値とし
た。これに対し、迂回情報には、第２経路と第１経路との距離コスト、時間コスト、料金
コスト及びエネルギーコストの少なくとも１つのコストの差に関する情報を含むようにし
、迂回情報を反映した情報を、予め定められた期間長の期間における当該コスト差の集計
値としてもよい。この場合には、例えば、コストが大きく増大する迂回経路を走行した場
合の車両の利用者の利益を大きく設定するようにすれば、迂回によりコストが大きく増大
する場合でもあっても、車両の利用者に対して迂回推奨地点を迂回する動機付けを与える
ことが可能となる。
【０１４９】
　また、迂回推奨地点に関する情報に、車両ＣＲが迂回推奨地点を通行した場合の事故リ
スクの度合を含めるようにし、迂回経路を選択するか否かの選択の勧誘情報を提示する際
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に、当該事故リスクの度合を含めた提示とするようにしてもよい。この場合には、車両の
利用者が、事故リスクを把握した上で、迂回する経路を選択するか否かを判断することが
できる。
【０１５０】
　さらに、迂回推奨地点に関する情報に事故リスクの度合を含めるようにした場合には、
迂回情報を反映した情報を、予め定められた期間長の期間における事故リスクの度合が高
い程高くなる迂回ポイント値の集計値としてもよい。この場合には、例えば、迂回ポイン
ト値が高い程ほど、車両の利用者の利益を大きく設定するようにすれば、事故リスクの度
合に応じて、車両の利用者に対して迂回推奨地点を迂回する動機付けを与えることが可能
となる。
【０１５１】
　また、上記の第１実施例では、目的地に到着したことをもって、情報生成装置が、迂回
情報を送信するようにした。この際に、走行軌跡に基づいて、迂回する経路を実際に走行
したことが判定されたことを条件に、迂回情報を送信するようにしてもよい。
【０１５２】
　［第２実施例］
　次に、本発明の第２実施例を、図１２～図１７を主に参照して説明する。
【０１５３】
　＜構成＞
　図１２には、第２実施例に係る情報生成システム４００Ｂの構成が示されている。この
図１２に示されるように、情報生成システム４００Ｂは、上述した第１実施例と比べて、
情報生成装置１００Ａに代えて端末装置１００Ｂを備える点、及び、情報処理装置３００
Ａに代えて情報生成装置３００Ｂを備える点が相違している。
【０１５４】
　《端末装置１００Ｂの構成》
　図１２に示されるように、端末装置１００Ｂには、車両ＣＲ内に配置された音出力ユニ
ット２１０、表示ユニット２２０及びＧＰＳ受信ユニット２４０と接続されている。
【０１５５】
　図１３に示されるように、端末装置１００Ｂは、処理制御ユニット１１０Ｂと、記憶ユ
ニット１２０Ｂと、入力ユニット１３０と、無線通信ユニット１４０とを備えている。処
理制御ユニット１１０Ｂには、記憶ユニット１２０Ｂ、入力ユニット１３０及び無線通信
ユニット１４０に加えて、上述した音出力ユニット２１０、表示ユニット２２０及びＧＰ
Ｓ受信ユニット２４０が接続されている。
【０１５６】
　上記の処理制御ユニット１１０Ｂは、端末装置１００Ｂの全体を統括制御する。この処
理制御ユニット１１０Ｂについては、後述する。
【０１５７】
　上記の記憶ユニット１２０Ｂは、ハードディスク装置等の不揮発性の記憶装置を備えて
構成され、端末装置１００Ｂにおいて利用される様々な情報データが記憶される。この記
憶ユニット１２０Ｂには、処理制御ユニット１１０Ｂがアクセス可能となっている。
【０１５８】
　なお、記憶ユニット１２０Ｂには、地図情報ＭＰＩは、記憶されていない。
【０１５９】
　第２実施例では、無線通信ユニット１４０は、処理制御ユニット１１０Ｂから送られた
入力データ及び現在位置情報を受ける。そして、無線通信ユニット１４０は、当該入力デ
ータ及び当該現在位置情報を情報生成装置３００Ｂへ送信する。
【０１６０】
　なお、迂回経路情報には、現時点での案内経路に関する案内情報に加えて、探索された
迂回経路に関する情報、及び、迂回経路を選択するか否かの選択の勧誘情報が含まれてい
る。
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【０１６１】
　また、第２実施例では、無線通信ユニット１４０は、情報生成装置３００Ｂから送信さ
れた案内情報及び迂回経路情報を提示するための音声情報及び画像情報を受信する。そし
て、無線通信ユニット１４０は、当該音声情報及び画像情報を処理制御ユニット１１０Ｂ
へ送る。
【０１６２】
　次に、上記の処理制御ユニット１１０Ｂについて説明する。この処理制御ユニット１１
０Ｂは、中央処理装置（ＣＰＵ）及びその周辺回路を備えて構成されている。処理制御ユ
ニット１１０Ｂが様々なプログラムを実行することにより、端末装置１００Ｂとしての各
種機能が実現されるようになっている。
【０１６３】
　処理制御ユニット１１０Ｂは、ＧＰＳ受信ユニット２４０から車両ＣＲの現在位置を受
けるたびに、当該現在位置を、現在位置情報として、無線通信ユニット１４０を利用して
、情報生成装置３００Ｂへ送信する。
【０１６４】
　また、処理制御ユニット１１０Ｂは、入力ユニット１３０から送られた第１実施例と同
様の探索指令及び迂回回路の選択指定を受ける。そして、処理制御ユニット１１０Ｂは、
当該探索指令及び当該迂回回路の選択指定を、無線通信ユニット１４０を利用して、情報
生成装置３００Ｂへ送信する。
【０１６５】
　また、処理制御ユニット１１０Ｂは、情報生成装置３００Ｂから送信された案内情報及
び迂回推奨地点に関する情報を、無線通信ユニット１４０を利用して受信する。そして、
当該案内情報及び当該迂回推奨地点に関する情報を、音出力ユニット２１０及び表示ユニ
ット２２０を利用して利用者に対して提示する。
【０１６６】
　《情報生成装置３００Ｂの構成》
　図１４には、情報生成装置３００Ｂの概略的な構成が示されている。この図１４に示さ
れるように、情報生成装置３００Ｂは、処理制御ユニット３１０Ｂと、記憶ユニット３２
０Ｂと、外部通信ユニット３３０とを備えている。
【０１６７】
　処理制御ユニット３１０Ｂは、中央処理装置（ＣＰＵ）及びその周辺回路を備えて構成
され、情報生成装置３００Ｂの全体を統括制御する。この処理制御ユニット３１０Ｂが様
々なプログラムを実行することにより、情報生成装置３００Ｂとしての各種機能が実現さ
れるようになっている。
【０１６８】
　なお、図示を省略しているが、記憶ユニット３２０Ｂに記憶される情報は、上述した記
憶ユニット３２０Ａに記憶される情報と比べて、地図情報ＭＰＪに代えて地図情報ＭＰＩ
となっている点が異なっている。処理制御ユニット３１０Ｂは、端末装置１００Ｂから受
信した現在位置情報に基づいて、地図情報ＭＰＩから車両ＣＲの現在位置周辺の地図デー
タを抽出し、外部通信ユニット３３０を利用して端末装置１００Ｂへ送る。
【０１６９】
　処理制御ユニット３１０Ｂは、上述した処理制御ユニット３１０Ａが実行する処理に加
えて、上述した処理制御ユニット１１０Ａが実行する目的地までの走行経路の探索処理と
同様の探索処理を実行する。そして、処理制御ユニット３１０Ｂは、案内経路が設定され
ると、案内情報を端末装置１００Ｂの利用者へ提示するため画像情報及び音声情報を生成
し、生成された画像情報及び音声情報を、外部通信ユニット３３０を利用して、案内情報
として端末装置１００Ｂへ送る。
【０１７０】
　また、処理制御ユニット３１０Ｂは、迂回経路情報を生成した後、当該迂回経路情報を
端末装置１００Ｂの利用者へ提示するため画像情報及び音声情報を生成し、生成された画
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像情報及び音声情報を、外部通信ユニット３３０を利用して、迂回推奨地点に関する情報
として端末装置１００Ｂへ送る。　　　
【０１７１】
　＜動作＞
　次に、上記のように構成された情報生成システム４００Ｂの動作について、情報生成装
置３００Ｂの処理制御ユニット３１０Ｂが実行する迂回情報の生成処理、及び、端末装置
１００Ｂの処理制御ユニット１１０Ｂが実行する迂回経路の選択処理を説明する。
【０１７２】
　なお、ＧＰＳ受信ユニット２４０は、既に動作を開始しており、処理制御ユニット１１
０Ｂは、現地位置情報を逐次、情報生成装置３００Ｂへ送っているものとする。また、車
両ＣＲに関する案内経路は既に設定されており、端末装置１００Ｂでは、案内経路に沿っ
た走行の際の案内が行われているものとする。
【０１７３】
　《迂回情報の生成処理》
　まず、処理制御ユニット３１０Ｂが実行する迂回情報の生成処理について説明する。こ
の処理は、案内経路が設定されると開始する。
【０１７４】
　迂回情報の生成処理に際しては、図１５に示されるように、まず、ステップＳ５１にお
いて、処理制御ユニット３１０Ｂが、迂回地点数（ＤＮ）を「０」に初期化する。引き続
き、ステップＳ５２において、処理制御ユニット３１０Ｂが、最新の現在位置情報に基づ
いて、車両ＣＲの現在位置を特定する。
【０１７５】
　次に、ステップＳ５３において、処理制御ユニット３１０Ｂが、車両ＣＲが目的地に到
着したか否かを判定する。ステップＳ５３における判定の結果が肯定的であった場合（ス
テップＳ１３：Ｙ）には、処理は、後述するステップＳ５５へ進む。
【０１７６】
　ステップＳ５３における判定の結果が否定的であった場合（ステップＳ５３：Ｎ）には
、処理はステップＳ５４へ進む。このステップＳ５４では、処理制御ユニット３１０Ｂが
、迂回情報の更新処理を行う。そして、処理は、上述したステップＳ５２へ戻る。
【０１７７】
　なお、ステップＳ５４において実行される迂回情報の更新処理の詳細については、後述
する。
【０１７８】
　以後、ステップＳ５３における判定の結果が肯定的となるまで、ステップＳ５２～Ｓ５
４の処理が繰り返される。車両ＣＲが目的地に到着し、ステップＳ５３における判定の結
果が肯定的となると（ステップＳ５３：Ｙ）、今回の迂回情報の生成処理を終了する。そ
して、処理はステップＳ５５へ進む。
【０１７９】
　ステップＳ５５では、処理制御ユニット３１０Ｂが、上述したステップＳ４２の場合と
同様に、車載機ＩＤに対応する集計迂回地点数の更新処理を実行する。この結果、記憶ユ
ニット１２０Ｂに記憶されている集計迂回情報ＤＴＩが更新される。
【０１８０】
　《迂回情報の更新処理》
　次に、ステップＳ５４において実行される迂回情報の更新処理について説明する。
【０１８１】
　迂回情報の更新処理に際しては、図１６に示されるように、まず、ステップＳ６１にお
いて、処理制御ユニット３１０Ｂが、未通知の迂回推奨地点が案内経路上にあるか否かを
判定する。かかる判定に際して、処理制御ユニット３１０Ｂは、まず、上述した処理制御
ユニット１１０Ａの場合と同様の迂回推奨地点に関する情報の生成処理を行う。そして、
当該生成処理の結果に基づいて、処理制御ユニット３１０Ｂが、未通知の迂回推奨地点が
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案内経路上にあるか否かを判定する。
【０１８２】
　ステップＳ６１における判定の結果が否定的であった場合（ステップＳ６１：Ｎ）には
、ステップＳ５４の処理が終了する。そして、処理は、上述した図１５のステップＳ５２
へ戻る。
【０１８３】
　ステップＳ６１における判定の結果が肯定的であった場合（ステップＳ６１：Ｙ）には
、処理はステップＳ６２へ進む。このステップＳ６２では、処理制御ユニット３１０Ｂが
、未提示の迂回推奨地点を迂回する迂回経路（第２経路）を、上述した処理制御ユニット
１１０Ａと同様にして探索する。
【０１８４】
　次に、ステップＳ６３において、処理制御ユニット３１０Ｂが、迂回経路情報を生成し
、生成された迂回経路情報を端末装置１００Ｂへ送信する。かかる迂回経路情報の生成処
理に際して、処理制御ユニット３１０Ｂは、現時点での案内経路に関する案内情報に加え
て、探索された迂回経路に関する情報、及び、迂回経路を選択するか否かの選択の勧誘情
報を含む迂回経路情報として生成する。そして、処理制御ユニット３１０Ｂは、生成され
た迂回経路情報を端末装置１００Ｂへ送信する。
【０１８５】
　次に、ステップＳ６４において、処理制御ユニット３１０Ｂが、迂回経路が選択された
か否かを判定する。かかる判定に際して、処理制御ユニット３１０Ｂは、選択の勧誘を受
けた利用者が「選択する」旨を入力ユニット１３０に入力した旨を受信すると、迂回経路
が選択されたとの肯定的な判定を行う。また、処理制御ユニット３１０Ｂは、当該利用者
が「選択しない」旨を入力ユニット１３０に入力した旨を受信すると、迂回経路が選択さ
れなかったとの否定的な判定を行う。
【０１８６】
　ステップＳ６４における判定の結果が否定的であった場合（ステップＳ６４：Ｎ）には
、ステップＳ５４の処理が終了する。そして、処理は、図１５のステップＳ５２へ戻る。
【０１８７】
　一方、ステップＳ６４における判定の結果が肯定的であった場合（ステップＳ６４：Ｙ
）には、処理はステップＳ６５へ進む。このステップＳ６５では、処理制御ユニット３１
０Ｂが、迂回情報に含まれている迂回地点数（ＤＮ）に、迂回経路を選択することにより
迂回することができるようになった迂回地点数（ｎ）を加算する。
【０１８８】
　次いで、ステップＳ６６において、処理制御ユニット３１０Ｂが、選択された迂回経路
を新たな案内経路（第１経路）に設定する。そして、ステップＳ５４の処理が終了し、処
理は、図１５のステップＳ５２へ戻る。
【０１８９】
　《迂回経路の選択処理》
　次に、処理制御ユニット１１０Ｂが実行する迂回経路の選択処理について説明する。こ
の迂回経路の選択処理は、情報生成装置３００Ｂから送信された迂回経路情報を受信する
と、開始する。
【０１９０】
　迂回経路の選択処理に際しては、図１７に示されるように、まず、ステップＳ７１にお
いて、処理制御ユニット１１０Ｂが、迂回経路情報を、音出力ユニット２１０及び表示ユ
ニット２２０を利用して、利用者に対して提示する。なお、上述した第１実施例の場合と
同様に、迂回経路に関する情報には、迂回経路を選択した場合と、現時点の案内経路を維
持した場合との距離コスト、時間コスト、料金コスト及びエネルギーコストの少なくとも
１つのコストの差に関する情報が含まれるようになっている。
【０１９１】
　次いで、ステップＳ７２において、処理制御ユニット１１０Ｂが、迂回経路が選択され
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たか否かを判定する。かかる判定に際して、処理制御ユニット１１０Ｂは、上述した第１
実施例の場合と同様に、勧誘を受けた利用者が「選択する」旨を入力ユニット１３０に入
力した場合に、迂回経路が選択されたとの肯定的な判定を行う。また、処理制御ユニット
１１０Ｂは、当該利用者が「選択しない」旨を入力ユニット１３０に入力した場合に、迂
回経路が選択されなかったとの否定的な判定を行う。
【０１９２】
　ステップＳ７２における判定の結果が肯定的であった場合（ステップＳ７２：Ｙ）には
、処理はステップＳ７３へ進む。このステップＳ７３では、処理制御ユニット１１０Ｂが
、迂回経路の選択指定（すなわち、「選択する」旨）を情報生成装置３００Ｂへ送信する
。そして、今回の迂回経路の選択処理が終了する。
【０１９３】
　ステップＳ７２における判定の結果が否定的であった場合（ステップＳ７２：Ｎ）には
、処理はステップＳ７４へ進む。このステップＳ７４では、処理制御ユニット１１０Ｂが
、迂回経路の非選択指定（すなわち、「選択しない」旨）を情報生成装置３００Ｂへ送信
する。そして、今回の迂回経路の選択処理が終了する。
【０１９４】
　以上説明したように、第２実施例では、情報生成装置３００Ｂの処理制御ユニット３１
０Ｂが、車両ＣＲの現在位置に基づいて、車両ＣＲが通行する際の事故リスクに基づいて
特定された地点である迂回推奨地点を抽出し、抽出された迂回推奨地点に関する情報を、
車両ＣＲに配置された端末装置１００Ｂへ送信する。そして、処理制御ユニット３１０Ｂ
は、車両ＣＲの現在位置に基づいて、車両ＣＲが迂回推奨地点を迂回したと判定された場
合に、迂回推奨地点を迂回したことを示す迂回情報を反映する情報を、車両ＣＲの識別情
報に関連付けて記憶ユニット３２０Ｂに記憶させる。
【０１９５】
　また、第２実施例では、処理制御ユニット３１０Ｂは、第２経路を提示する際に、第１
経路との距離コスト、時間コスト、料金コスト及びエネルギーコストの少なくとも１つの
コストの差に関する情報を更に提示させる。このため、車両ＣＲの利用者が、増加する各
種コストを把握した上で、迂回する経路を選択するか否かを判断することができる。
【０１９６】
　また、第２実施例では、端末装置１００Ｂから送信された車両ＣＲの現在位置情報を受
信すると、処理制御ユニット３１０Ｂが、車両ＣＲの現在位置の周辺における車両ＣＲが
通行する際の事故リスクに基づいて特定された地点を迂回推奨地点として抽出する。そし
て、迂回された抽出された迂回推奨地点の数を含む迂回情報に基づいて、処理制御ユニッ
ト３１０Ｂが、当該迂回情報を反映した情報を、車両ＣＲの識別情報に関連付けて記憶ユ
ニット３２０Ｂに記憶させる。
【０１９７】
　したがって、端末装置１００Ｂと情報生成装置３００Ｂとが協働することにより、迂回
経路を選択する動機付けを車両ＣＲの利用者に与えるための効果的な運用に資することが
できる。
【０１９８】
　また、端末装置１００Ｂが走行経路の探索機能、マップマッチング機能等を有する必要
がないので、端末装置１００Ｂにおける処理を簡素化できる。したがって、端末装置１０
０Ｂとして、例えば、利用者のスマートフォン等の小型の携帯可能な端末装置を使用する
ことができる。こうした場合には、当該携帯可能な端末装置の所有者ごとに迂回した迂回
推奨地点の数を集計することが可能となる。このため、例えば利用者が、レンタカーを運
転した際の迂回推奨地点の迂回回数をも集計可能となるため、使用する車両に依らず、利
用者ごとに迂回推奨地点を迂回する動機付けを与えるための運用に資することができる。
【０１９９】
　＜第２実施例の変形＞
　第２実施例に対しては、様々な変形が可能である。例えば、上記の第２実施例では、上
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述した第１実施例の場合と同様の変形を適宜行うことができる。
【０２００】
　［第３実施例］
　次いで、本発明の第３実施例を、図１８～図２２を主に参照して説明する。
【０２０１】
　＜構成＞
　図１８には、第３実施例に係る情報生成システム４００Ｃの構成が示されている。この
図１８に示されるように、情報生成システム４００Ｃは、上述した第１実施例と比べて、
情報生成装置１００Ａに代えて情報生成装置１００Ｃを備える点、及び、車両ＣＲには、
センサユニット２３０に代えてセンサユニット２３０Ｃが配置されている点が異なってい
る。
【０２０２】
　上記のセンサユニット２３０Ｃは、センサユニット２３０が備えるセンサに加えて、イ
グニッション状態（「ＯＮ」又は「ＯＦＦ」）を検出するイグニッション状態センサ、ド
アの開閉を検出するドア開閉センサ等を更に備えている。センサユニット２３０Ｃによる
検出結果は、情報生成装置１００Ｃへ送られる。
【０２０３】
　《情報生成装置１００Ｃ》
　図１９に示されるように、情報生成装置１００Ｃは、上述した情報生成装置１００Ａと
比べて、処理制御ユニット１１０Ａに代えて処理制御ユニット１１０Ｃを備えている点が
異なっている。
【０２０４】
　上記の処理制御ユニット１１０Ｃは、情報生成装置１００Ｃの全体を統括制御する。こ
の処理制御ユニット１１０Ｃは、上述した情報生成装置１００Ａと比べて、案内経路が設
定されているか否かにかかわらず、迂回情報の生成処理を行う点が異なっている。以下、
かかる相違点に主に着目して説明する。
【０２０５】
　＜動作＞
　次に、上記のように構成された情報生成システム４００Ｃの動作について、情報生成装
置１００Ｃの処理制御ユニット１１０Ｃが実行する迂回情報の生成処理に主に着目して説
明する。
【０２０６】
　なお、センサユニット２３０Ｃ及びＧＰＳ受信ユニット２４０は、既に動作を開始して
おり、検出結果を逐次、情報生成装置１００Ｃへ送っているものとする。また、処理制御
ユニット１１０Ｃは、現地位置情報を逐次、情報処理装置３００Ａへ送っているものとす
る。
【０２０７】
　迂回情報の生成処理に際しては、図２０に示されるように、まず、ステップＳ８１にお
いて、処理制御ユニット１１０Ｃが、車両ＣＲの現在位置（又は車速）の時間的変化に基
づいて、車両ＣＲが走行を開始したか否かを判定する。ステップＳ８１における判定の結
果が否定的であった場合（ステップＳ８１：Ｎ）には、ステップＳ８１の処理が繰り返さ
れる。
【０２０８】
　ステップＳ８１における判定の結果が肯定的であった場合（ステップＳ８１：Ｙ）には
、処理はステップＳ８２へ進む。このステップＳ８２では、処理制御ユニット１１０Ｃが
、最新の現在位置情報に基づいて、車両ＣＲの現在位置を特定する。引き続き、ステップ
Ｓ８３において、処理制御ユニット１１０Ｃが、ステップＳ８２において特定された現在
位置を、出発地位置として記憶ユニット１２０Ａ内に格納する。
【０２０９】
　次に、ステップＳ８４において、処理制御ユニット１１０Ｃが、最新の現在位置情報に
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基づいて、車両ＣＲの現在位置を特定する。引き続き、ステップＳ８５において、処理制
御ユニット１１０Ｃが、迂回推奨地点に関する情報を受信したか否かを判定する。ステッ
プＳ８５における判定の結果が否定的であった場合（ステップＳ８５：Ｎ）には、処理は
、後述するステップＳ８７へ進む。
【０２１０】
　ステップＳ８５における判定の結果が肯定的であった場合（ステップＳ８５：Ｙ）には
、処理はステップＳ８６へ進む。このステップＳ８６では、処理制御ユニット１１０Ｃが
、車両ＣＲの現在位置、及び、記憶ユニット１２０Ａに記憶されている地図情報ＭＰＩを
参照し、迂回推奨地点に関する情報を、音出力ユニット２１０及び表示ユニット２２０を
利用して、利用者に対して提示する。また、処理制御ユニット１１０Ｃは、迂回推奨地点
に関する情報を、記憶ユニット１２０Ａに格納する。
【０２１１】
　次いで、ステップＳ８７において、処理制御ユニット１１０Ｃが、走行を終了したか否
かを判定する。かかる判定に際して、第３実施例では、処理制御ユニット１１０Ｃが、イ
グニッション状態が「ＯＦＦ」となったか否かを判定することにより、走行を終了したか
否かを判定するようになっている。
【０２１２】
　ステップＳ８７における判定の結果が否定的であった場合（ステップＳ８７：Ｎ）には
、処理はステップＳ８４へ戻る。以後、ステップＳ８７における判定の結果が肯定的とな
るまで、ステップＳ８４～Ｓ８７の処理が繰り返される。
【０２１３】
　車両ＣＲの走行が終了し、ステップＳ８７における判定の結果が肯定的となると（ステ
ップＳ８７：Ｙ）、処理はステップＳ８８へ進む。このステップＳ８８では、処理制御ユ
ニット１１０Ｃが、迂回情報の算出処理を行う。この後、今回の迂回情報の生成処理が終
了する。
【０２１４】
　《迂回情報の算出処理》
　次に、ステップＳ８８において実行される迂回情報の算出処理について説明する。迂回
情報の算出処理に際しては、図２１に示されるように、まず、ステップＳ９１において、
処理制御ユニット１１０Ｃが、今回の車両ＣＲの走行が終了した地点の位置を、到着地位
置として特定する。
【０２１５】
　引き続き、ステップＳ９２において、処理制御ユニット１１０Ｃが、出発地から到着地
までの標準経路を探索する。かかる標準経路の探索に際して、処理制御ユニット１１０Ｃ
は、過去の走行経路の探索に際して利用者が優先させた要素（距離コスト、時間コスト、
料金コスト及びエネルギーコスト等）を優先した探索を行う。
【０２１６】
　次いで、ステップＳ９３において、処理制御ユニット１１０Ｃが、標準経路上に迂回推
奨地点があるか否かを判定する。ステップＳ９３における判定の結果が否定的であった場
合（ステップＳ９３：Ｎ）には、ステップＳ８８の処理が終了する。そして、今回の迂回
情報の生成処理が終了する。
【０２１７】
　ステップＳ９３における判定の結果が肯定的であった場合（ステップＳ９３：Ｙ）には
、処理はステップＳ９４へ進む。このステップＳ９４では、処理制御ユニット１１０Ｃが
、実際の走行経路により迂回した標準経路上の迂回推奨地点数（ＤＮ）を計数する。
【０２１８】
　次に、ステップＳ９５において、処理制御ユニット１１０Ｃが、ステップＳ９４におけ
る計数結果に基づいて、迂回情報を生成する。そして、処理制御ユニット１１０Ｃは、生
成された迂回情報を、車載機ＩＤとともに、情報処理装置３００Ａへ送信する。
【０２１９】
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　ステップＳ９５の処理が終了すると、ステップＳ８８の処理が終了する。そして、今回
の迂回情報の生成処理が終了する。
【０２２０】
　車載機ＩＤ及び迂回情報を受信すると、情報処理装置３００Ａでは、上述した第１実施
例の場合と同様に、処理制御ユニット３１０Ａが集計迂回情報の更新処理を実行する。
【０２２１】
　なお、図２２には、上述したステップＳ８６の処理により表示される表示例が示されて
いる。図２２では、現在位置が▲で表されている。
【０２２２】
　以上説明したように、第３実施例では、車両ＣＲが通行する際の事故リスクに基づいて
特定された地点である迂回推奨地点に関する情報を情報処理装置３００Ａから受信すると
、情報生成装置１００Ｃでは、処理制御ユニット１１０Ｃが、当該迂回推奨地点に関する
情報を車両ＣＲの利用者へ提示させる。そして、車両ＣＲの今回の走行が終了すると今回
の走行の出発地から到着地までの標準経路を探索する。引き続き、処理制御ユニット１１
０Ｃが、今回の出発地から到着地までの走行が標準経路に含まれる迂回推奨地点を迂回し
ていた場合に、迂回推奨地点を迂回したことを示す迂回情報を生成する。そして、処理制
御ユニット１１０Ｃが、生成された迂回情報を生成し、情報処理装置３００Ａへ送信する
。
【０２２３】
　したがって、第３実施例によれば、迂回経路を選択する動機付けを車両ＣＲの利用者に
与えるための運用に資することができる。
【０２２４】
　また、第３実施例では、情報生成装置１００Ｃから送信された車両ＣＲの現在位置情報
を受信すると、処理制御ユニット３１０Ａが、車両ＣＲの現在位置の周辺における車両Ｃ
Ｒが通行する際の事故リスクに基づいて特定された地点を迂回推奨地点として抽出する。
そして、処理制御ユニット３１０Ａは、抽出された迂回推奨地点の情報を情報生成装置１
００Ｃへ送信する。
【０２２５】
　また、第３実施例では、情報生成装置１００Ｃから送信された迂回情報を受信すると、
処理制御ユニット３１０Ａが、迂回情報を反映した情報を、車両ＣＲの識別情報に関連付
けて記憶ユニット３２０Ａに記憶させる。なお、第３実施例では、迂回情報を反映した情
報として、予め定められた期間長の期間における迂回地点数の集計値を採用している。
【０２２６】
　したがって、情報生成装置１００Ｃと情報処理装置３００Ａとが協働することにより、
迂回経路を選択する動機付けを車両ＣＲの利用者に与えるための効果的な運用に資するこ
とができる。
【０２２７】
　［第３実施例の変形］
　第３実施例に対しては、様々な変形が可能である。
【０２２８】
　例えば、上記の第３実施例では、上述した第１実施例の場合と同様の変形を適宜行うこ
とができる。
【０２２９】
　また、上記の第３実施例では、過去の走行経路の探索に際して利用者が優先させた要素
（距離コスト、時間コスト、料金コスト及びエネルギーコスト等）を優先した標準経路の
探索を行うようにした。これに対し、過去に該出発地から該到着地までに常用している走
行経路があれば、この走行経路を標準経路として設定するようにしてもよい。具体的には
、情報生成装置の記憶ユニットに、出発地、到着地及びこれらの間の走行経路を逐次記憶
しておく。そして、今回と同一、又は位置的に近傍（所定距離以内）の出発地及び到着地
が記憶されている場合は、この間の走行実績率が所定の基準値よりも高い（例えば９０％
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以上の確率で使用されている）経路があれば、当該経路を標準経路として設定してもよい
。この場合には、利用者が常用する経路を標準経路として、意図的に迂回推奨地点を迂回
したかの判定が可能となる。
【０２３０】
　また、上記の第３実施例では、イグニッション状態が「ＯＦＦ」となったことをもって
走行が終了したと判定し、迂回情報を生成するようにした。これに対し、到着地の位置が
道路外の施設の位置又はその近傍であり、ドアが開放状態となった場合には、利用者の意
思で最終目的地に直行せずに当該施設に立寄ったことで、偶発的に迂回推奨地点を迂回す
る結果となった可能性が高いと判断する。そして、当該偶発的な迂回に伴う迂回情報を生
成しないようにしてもよい。
【０２３１】
　また、上記の第３実施例に対しては、上述した第１実施例に対する第２実施例の変形と
同様の変形を行うことができる。
【０２３２】
　［第４実施例］
　次いで、本発明の第４実施例を、図２３～図２８を主に参照して説明する。
【０２３３】
　＜構成＞
　図２３には、第４実施例に係る情報生成システム４００Ｄの構成が示されている。この
図２３に示されるように、情報生成システム４００Ｄは、上述した第１実施例と比べて、
情報生成装置１００Ａに代えて情報生成装置１００Ｄを備える点、及び、情報処理装置３
００Ａに代えて情報処理装置３００Ｄを備える点が異なっている。
【０２３４】
　《情報生成装置１００Ｄの構成》
　上記の情報生成装置１００Ｄは、図２４に示されるように、上述した情報生成装置１０
０Ａと比べて、処理制御ユニット１１０Ａに代えて処理制御ユニット１１０Ｄを備える点
が異なっている。
【０２３５】
　上記の処理制御ユニット１１０Ｄは、情報生成装置１００Ｄの全体を統括制御する。こ
の処理制御ユニット１１０Ｄは、上述した処理制御ユニット１１０Ａと比べて、非迂回情
報の生成処理を行う点が異なっている。また、情報生成装置１００Ｄは、設定されている
案内経路から外れた走行を車両ＣＲが開始した場合には、自動的に再経路探索を行い、当
該経路探索された走行経路を新たな案内経路に設定し、当該新たな案内経路に沿った走行
の際の案内情報を、音出力ユニット２１０及び表示ユニット２２０を利用して、車両ＣＲ
の利用者に提示するようになっている。
【０２３６】
　なお、非迂回情報の生成処理の詳細については、後述する。
【０２３７】
　《情報処理装置３００Ｄの構成》
　上記の情報処理装置３００Ｄは、図２５に示されるように、上述した情報処理装置３０
０Ａと比べて、処理制御ユニット３１０Ａに代えて処理制御ユニット３１０Ｄを備える点
、及び、記憶ユニット３２０Ａに代えて記憶ユニット３２０Ｄを備える点を備えることが
異なっている。
【０２３８】
　ここで、処理制御ユニット３１０Ｄは、処理制御ユニット３１０Ａと比べて、情報生成
装置１００Ｄから送信された非迂回情報に基づいて、後述する集計非迂回情報を更新する
点が異なっている。また、記憶ユニット３２０Ｄは、記憶ユニット３２０Ａと比べて、図
２６に示されるように、集計迂回情報ＤＴＩに代えて集計非迂回情報ＮＤＴＩが記憶され
ることが異なっている。当該集計非迂回情報ＮＤＴＩは、図２７に示されるように、車載
機（情報生成装置）ＩＤ（ＣＩＤj）に関連付けられた、予め定められた期間長（例えば
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、「１ヶ月」）の集計期間における現時点までの非迂回地点数の集計値（集計非迂回地点
数：ＴＮＤＮj）の情報である
【０２３９】
　＜動作＞
　次に、上記のように構成された情報生成システム４００Ｄの動作について、情報生成装
置１００Ｄの処理制御ユニット１１０Ｄが実行する非迂回情報の生成処理に主に着目して
説明する。
【０２４０】
　なお、センサユニット２３０及びＧＰＳ受信ユニット２４０は、既に動作を開始してお
り、処理制御ユニット１１０Ｄは、現地位置情報を逐次、情報処理装置３００Ｄへ送って
いるものとする。また、車両ＣＲに関する案内経路は既に設定されており、情報生成装置
１００Ｄでは、案内経路に沿った走行の際の案内が行われているものとする。
【０２４１】
　また、情報処理装置３００Ｄの処理制御ユニット３１０Ｄは、上述した処理制御ユニッ
ト３１０Ａの場合と同様の迂回推奨地点に関する情報の生成処理を実行しているものとす
る。そして、情報生成装置１００Ｄの処理制御ユニット１１０Ｄは、上述した情報生成装
置１００Ｃの場合と同様に、情報処理装置３００Ｄから送信された迂回推奨地点に関する
情報の提示処理を行っているものとする。
【０２４２】
　《非迂回情報の生成処理》
　非迂回情報の生成処理は、案内経路が設定されると開始する。
【０２４３】
　非迂回情報の生成処理に際しては、図２８に示されるように、まず、ステップＳ１０１
において、処理制御ユニット１１０Ｄが、非迂回地点数（ＮＤＮ）を「０」に初期化する
。引き続き、ステップＳ１０２において、処理制御ユニット１１０Ｄが、最新の現在位置
に基づいて、車両ＣＲの現在位置を特定する。
【０２４４】
　次に、ステップＳ１０３において、処理制御ユニット１１０Ｄが、車両ＣＲが目的地に
到着したか否かを判定する。ステップＳ１０３における判定の結果が否定的であった場合
（ステップＳ１０３：Ｎ）には、処理はステップＳ１０４へ進む。
【０２４５】
　ステップＳ１０４では、処理制御ユニット１１０Ｄが、車両ＣＲが迂回推奨地点を通っ
たか否かを判定する。ステップＳ１０４における判定の結果が否定的であった場合（ステ
ップＳ１０４：Ｎ）には、処理はステップＳ１０２へ戻る。
【０２４６】
　ステップＳ１０４における判定の結果が肯定的であった場合（ステップＳ１０４：Ｙ）
には、処理はステップＳ１０５へ進む。このステップＳ１０５では、処理制御ユニット１
１０Ｄが、それまでの非迂回地点数（ＮＤＮ）に「１」を加算することにより、新たな非
迂回地点数（ＮＤＮ）を算出する。
【０２４７】
　ステップＳ１０５の処理が終了すると、処理はステップＳ１０２へ戻る。そして、ステ
ップＳ１０３における判定の結果が肯定的となるまで、ステップＳ１０２～Ｓ１０５の処
理が繰り返される。
【０２４８】
　車両ＣＲが目的地に到着し、ステップＳ１０３における判定の結果が肯定的となると（
ステップＳ１０３：Ｙ）、処理はステップＳ１０６へ進む。このステップＳ１０６では、
処理制御ユニット１１０Ｄが、その時点における非迂回地点数（ＮＤＮ）を含む非迂回情
報を生成し、生成された非迂回情報を車載機ＩＤとともに情報処理装置３００Ｄへ送信す
る。
【０２４９】
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　情報生成装置１００Ｄから送信された非迂回情報を受信すると、処理制御ユニット３１
０Ｄが、記憶ユニット３２０Ｄ内に記憶されている集計非迂回情報ＮＴＤＩを更新する。
かかる更新に際して、処理制御ユニット３１０Ｄは、受信した迂回情報に含まれている非
迂回地点数（ＮＤＮj）を加算する。処理制御ユニット３１０Ｄは、当該加算により、受
信した車載機ＩＤ（ＣＩＤj）に関連付けられている記憶ユニット３２０Ｄ内に記憶され
ている集計非迂回地点数（ＴＮＤＮj）を更新する。
【０２５０】
　以上説明したように、第４実施例では、車両ＣＲが通行する際の事故リスクに基づいて
特定された地点である迂回推奨地点に関する情報を情報処理装置３００Ｄから受信すると
、情報生成装置１００Ｄでは、処理制御ユニット１１０Ｄが、当該迂回推奨地点に関する
情報を車両ＣＲの利用者へ提示させる。そして、車両ＣＲが迂回推奨地点を通行した場合
に、情報生成装置１００Ｄが、迂回推奨地点を通行したことを示す非迂回情報を生成する
。そして、処理制御ユニット１１０Ｄが、生成された迂回情報を情報処理装置３００Ｄへ
送信する。
【０２５１】
　したがって、第４実施例によれば、迂回経路を選択する動機付けを車両ＣＲの利用者に
与えるための運用に資することができる。迂回経路を選択する動機付けを車両ＣＲの利用
者に与えることの具体例としては、事故リスクの比較的高い迂回推奨地点を迂回しなかっ
た実績に応じた、次回の自動車保険料の割増などが挙げられる。
【０２５２】
　また、第４実施例では、情報生成装置１００Ｄから送信された車両ＣＲの現在位置情報
を受信すると、処理制御ユニット３１０Ｄが、車両ＣＲの現在位置の周辺における車両Ｃ
Ｒが通行する際の事故リスクに基づいて特定された地点を迂回推奨地点として抽出する。
そして、処理制御ユニット３１０Ｄは、抽出された迂回推奨地点の情報を情報生成装置１
００Ｄへ送信する。
【０２５３】
　また、第４実施例では、情報生成装置１００Ｄから送信された非迂回情報を受信すると
、処理制御ユニット３１０Ｄが、非迂回情報を反映した情報を、車両ＣＲの識別情報に関
連付けて記憶ユニット３２０Ｄに記憶させる。なお、第４実施例では、非迂回情報を反映
した情報として、予め定められた期間長の期間における非迂回地点数の集計値を採用して
いる。
【０２５４】
　したがって、情報生成装置１００Ｄと情報処理装置３００Ｄとが協働することにより、
迂回経路を選択する動機付けを車両ＣＲの利用者に与えるための効果的な運用に資するこ
とができる。
【０２５５】
　［第４実施例の変形］
　第４実施例に対しては、様々な変形が可能である。
【０２５６】
　例えば、上記の第４実施例では、案内経路が設定されているものとした。これに対し、
案内経路が設定されていない場合には、上述した第３実施例の場合と同様に出発地から到
着地までの走行ごとに、非迂回情報を生成するようにしてもよい。
【０２５７】
　また、迂回推奨地点に関する情報に、車両ＣＲが迂回推奨地点を通行した場合の事故リ
スクの度合（すなわち、迂回推奨度）を含めるようにし、迂回推奨地点に関する情報の提
示の際に、当該迂回推奨度を合わせて提示とするようにしてもよい。この場合には、車両
の利用者が、迂回推奨度を把握した上で、迂回推奨地点を迂回するか否かを判断すること
ができる。
【０２５８】
　さらに、迂回推奨地点に関する情報に迂回推奨度を含めるようにした場合には、非迂回
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情報を反映した情報を、予め定められた期間長の期間における迂回推奨度が高い程高くな
る迂回ポイント値の集計値としてもよい。この場合には、例えば、迂回ポイント値が高い
程ほど、車両の利用者の不利益を大きく設定するようにすれば、事故リスクの度合に応じ
て、車両の利用者に対して迂回推奨地点を迂回する動機付けを与えることが可能となる。
【０２５９】
　また、上記の第４実施例に対しては、上述した第１実施例に対する第２実施例の変形と
同様の変形を行うことができる。
【０２６０】
　なお、第１～第４実施例では、迂回した迂回推奨地点の数、又は、通過した迂回推奨地
点の数を集計するようにした。これに対し、迂回した迂回推奨地点の数、又は、通過した
迂回推奨地点の数と、抽出された迂回推奨地点の数との比の集計値により、車両の利用者
の得られる利益を定めるようにしてもよい。
【符号の説明】
【０２６１】
　１００Ａ　…　情報生成装置
　１１０Ａ　…　処理制御ユニット（提示制御部及び迂回情報生成部）
　１４０　　…　無線通信ユニット（迂回推奨地点取得部）
　３００Ａ　…　情報処理装置
　３１０Ａ　…　処理制御ユニット（迂回推奨地点抽出部、記憶制御部）
　３３０　　…　外部通信ユニット（現在位置取得部）
　７００　　…　情報生成装置
　７３０　　…　受信部（迂回推奨地点取得部）
　７５０　　…　処理制御部（提示制御部及び迂回情報生成部）
　８００　　…　情報処理装置
　８２０　　…　受信部（現在位置取得部）
　８４０　　…　迂回推奨地点抽出部
　８５０　　…　記憶制御部
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